
４
月
７
日
か
ら
９
日
に
か
け
て
、

岡
岳
総
合
運
動
公
園
（
松
橋
町
松

山
）
で
「
２
０
０
６
宇
城
市
フ
ラ

ワ
ー
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し
ま
す
。

開
催
期
間
中
は
、
花
に
関
す
る

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ

ん
で
す
。
皆
さ
ん
ぜ
ひ
ご
家
族
お

そ
ろ
い
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
タ
実

行
委
員
会
で
は
、
各
種
コ
ン
テ
ス

ト
の
応
募
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

日
時

○
体
験
…
７
日
(金)
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
４
時

○
コ
ン
テ
ス
ト
審
査
…
８
日
(土)

参
加
方
法

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
コ
ー

ナ
ー
で
受
け
付
け
後
、
用
意
さ
れ

た
材
料
で
思
い
思
い
の
寄
せ
植
え

を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

参
加
料

５
０
０
円

定
員

先
着
30
人

表
彰
日
時
・
場
所

９
日
(日)
午
前
11
時
30
分
〜

特
設
ス
テ
ー
ジ

※
作
品
は
最
終
日
に
お
持
ち
帰
り

に
な
れ
ま
す
。

日
時

４
月
７
日
(金)
〜
９
日
(日)

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

参
加
方
法

参
加
当
日
、
本
部
テ

ン
ト
で
受
け
付
け
を
し
て
く
だ
さ

い
。
画
用
紙
を
配
布
し
ま
す
。

持
っ
て
来
る
物

絵
の
具
、
ク
レ

ヨ
ン
、
画
板
な
ど

日
時

４
月
７
日
(金)
〜
９
日
(日)

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

参
加
方
法

参
加
当
日
、
本
部
テ

ン
ト
備
え
付
け
の
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
合
せ
先

商
工
観
光
課

1
３
２
―
１
１
１
１(

内
線
２
６
９)

三
角
海
上
保
安
部
で
は
、
２
月

１
日
か
ら
、
四
季
咲
岬
灯
台
お
よ

び
射
手
埼
灯
台
、
三
池
港
北
防
砂

堤
灯
台
で
観
測
し
た
気
象
情
報
の

提
供
を
、
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
携
帯
電
話
サ
イ

ト
で
開
始
し
ま
し
た
。

船
舶
の
安
全
運
航
、
マ
リ
ン
レ

ジ
ャ
ー
な
ど
に
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

●
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

1
４
８
―
２
９
７
７

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.kaiho.m

lit.go.jp
/10kanku/m

isum
i/

●
携
帯
電
話
サ
イ
ト

http://w
w
w
.kaiho.m

lit.go.jp
/10kanku/m

isum
i/k/

問
合
せ
先

三
角
海
上
保
安
部

1
５
２
―
３
１
０
３

広報うき 2006・3・15
March

広報うき 2006・3・15
March

フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
タ
実
行
委
員
会

宇
城
市
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
タ

うきうきインフォメーション�

募集期間 ４月３日(月)～14日(金)
（定員になり次第締め切ります）

受講期間 ５月～平成19年２月
受 講 料 無料（材料費などは個人負担）
対 象 者 市内に居住または勤務している人

で男女は問いません。
申込方法 働く婦人の家窓口に備え付けの申

込書に必要事項を記入の上、お申
し込みください。

先着20人
講 師 高橋玖仁子先生
日 程 第１・３金曜日（全20回）

先着15人
講 師 稲村礼子先生
日 程 第２・４木曜日（全14回）

先着16人
講 師 福田信子先生
日 程 第２火曜日（全12回）

先着10人
講 師 桑崎理佳先生
日 程 前期：５月～７月上旬

火曜日（全５回）
13:30～15:30

先着15人
講 師 小山紀美子先生
日 程 第１・３水曜日（全15回）

18:30～20:30
申込・問合せ先
働く婦人の家　133－4141

平成平成18年度年度�

働く婦人の家主催講座婦人の家主催講座�
受講生募集受講生募集�

平成平成18年度年度�

働く婦人の家主催講座婦人の家主催講座�
受講生募集受講生募集�

平成18年度�

働く婦人の家主催講座�
受講生募集�

初心者向け�

不
知
火
温
泉
ロ
マ
ン
の
湯
の
３

月
の
休
館
日
は
、
13
日
（月）
と
27

日
（月）
で
す
。
ま
た
、
28
日
（火）
・

29
日
（水）
は
機
器
の
入
れ
替
え
と
改

修
工
事
の
た
め
、
臨
時
休
業
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
何
と
ぞ
ご
理
解

と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ
先

不
知
火
温
泉
ロ
マ
ン

の
湯
　
1
４
２
―
３
３
０
０

「
交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し

な
ど
の
犯
罪
に
遭
っ
た
が
検
察
官

が
そ
の
事
件
を
裁
判
に
か
け
な
か

っ
た
」
―
こ
の
よ
う
な
不
満
を
お

持
ち
の
人
は
、
検
察
審
査
会
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
や
申
し
立
て
に
つ
い
て
の

費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
。

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を

有
す
る
一
般
国
民
の
中
か
ら
「
く

じ
」
で
選
ば
れ
た
11
人
の
審
査
員

が
、
検
察
官
が
裁
判
に
か
け
な
か

っ
た
こ
と
の
善
し
あ
し
を
審
査
し

ま
す
。

問
合
せ
先

熊
本
検
察
審
査
会
事
務
局

1
０
９
６
―
３
２
５
―
２
１
２
１

「
就
職
活
動
へ
踏
み
出
す
自
信

が
な
い
」「
仕
事
へ
の
意
欲
が
持

て
な
い
」
…
こ
ん
な
若
者
た
ち
を

応
援
し
よ
う
と
、
県
で
は
「
若
者

チ
ャ
レ
ン
ジ
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

県
か
ら
の
委
託
を
受
け
た
「
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
熊
本
県
キ
ャ
リ
ア
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
協
会
」
が
、
電
話
や

メ
ー
ル
相
談
の
ほ
か
、
職
業
訓
練

な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
家
族
か
ら
の
相
談
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ど

う
ぞ
。

相
談
日
時

月
〜
金
曜
日
の
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

1
０
９
６
―
３
８
２
―
７
１
５
５

三
角
海
上
保
安
部

海
の
安
全
に
役
立
つ
情
報
を
提
供

不
知
火
温
泉
ロ
マ
ン
の
湯

臨
時
休
業
の
お
知
ら
せ

熊
本
検
察
審
査
会
事
務
局

ご
存
じ
で
す
か
？
検
察
審
査
会

県
労
働
雇
用
課

就
職
活
動
へ
踏
み
出
そ
う

１　監査の対象
児童福祉費負担金に関する事務。
２　監査の期間
平成18年１月31日(火) １日間
３　説明者
福祉部長、同次長、福祉課長、こども福祉係

長、小川支所健康福祉課長、豊野支所同課長、
同保育園長、同係長
４　監査の方法
随時監査は、地方自治法第199条第5項の規定
により必要があると認めるとき、定期監査に準
じて実施するもので、児童福祉費負担金に関す
る事務等について、担当課から提出された資料
に基づき、又必要に応じて関係職員から説明を
うけながら監査を実施した。
５　監査の結果
上記監査の方法に基づき重点項目を市立保育

所(園)、市立児童館及び認可保育園の保育料滞納
に着眼点を設定し監査を実施した結果、その取
り組みに対する熱意は感じられたが、一部の事
務処理については、改善又は検討を要する事項
が見受けられたので、その都度担当職員に対し
て適切な処置を講ずるよう指示したところであ
るが、今後の事務処理に留意されるとともに、
次の事項を要望する。
◎検討・改善を必要とする事項
市立保育所(園)７施設・市立児童館３施設・認
可保育園13施設、合計23施設で平成18年１月

21日現在、滞納件数2,136件、滞納額総額(現年
度・過年度)26,336,860円である。
(１)市立保育所(園)及び認可保育園の過年度滞納
繰越は、年毎に増加傾向にあり、その原因や内
容等よく分析し、累積滞納金の解消に一層の努
力を要望する。
(２)福祉課及び支所健康福祉課と綿密な連携のも
と、又認可保育園の理解と協力を得て滞納整理
に取り組まれるよう要望する。
(３)福祉部対策会議の滞納整理対策で、年度末を
控えた３ヶ月間を重点努力期間として確認され
ている事柄について、積極的に取り組まれるよ
う要望する。
(４)訪問記録台帳及び記録簿等の様式を統一され、
又その書類の決裁をその都度受けること。
(５)法務相談事例集によると、滞納処分の例によ
り処分することができる歳入の取り扱いで、児
童福祉法第56条第３項及び第４項並びに同施行
令第44条の２の規定や地方自治法で定めた地方
税の滞納処分の例により処分することができる
旨の規定があるが、その規定の内容を十分検討
され、保護者間の不均衡が生じないよう細心の
配慮を望むものである。

平成18年２月７日　　　　　
宇城市監査委員　　園田�雄
同　　　　　　　　末久　直
同　　　　　　　　高橋節夫

平成17年度宇城市随時監査結果報告平成17年度宇城市随時監査結果報告


